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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

７
月
は
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動 

強
調
月
間

　
７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

強
調
月
間
で
す
。

　
法
務
省
で
は
、
全
て
の
国
民
が
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更

生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
更
生
保
護
三

団
体
な
ど
と
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
、
全
国

的
な
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問 

市
民
活
動
振
興
室
（
☎
８
２
５
・
２

１
２
０
）

寝
屋
川
市
更
生
保
護 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
案
内

　
保
護
司
は
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の

立
ち
直
り
を
地
域
で
支
援
す
る
民
間
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
・

学
校
・
警
察
・
そ
の
他
関
係
機
関
な
ど
と

連
携
し
、
犯
罪
や
非
行
の
発
生
を
未
然
に

防
ぐ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
活
動
拠
点
の
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
は
、
常
時
２
人
の
保
護
司
が
勤
務

し
、
学
校
や
職
場
で
の
対
人
関
係
、
家
庭

内
ト
ラ
ブ
ル
、
地
域
で
の
非
行
、
違
法
薬

物
な
ど
の
依
存
症
か
ら
の
「
立
ち
直
り
」

に
不
可
欠
な
相
談
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
青
少
年
の

健
全
育
成
及
び
地
域
の
安
全
と
安
心
を
願

う
保
護
司
が
い
る
「
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
」
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

時 

平
日
午
前
10
時
～
午
後
４
時

問 

寝
屋
川
市
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
（
市
立
池
の
里
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

内
☎
８
１
２
・
５
０
１
１
）

自
治
会
活
動
用
備
品
を 

宝
く
じ
の
助
成
金
で
整
備

　
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し

て
受
託
事
業
収
入
を
財
源
に
実
施
し
て
い

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用
し
、

田
井
西
町
自
治
会
の
活
動
用
備
品
（
プ
リ

ン
タ
ー
・
折
り
た
た
み
机
な
ど
）
を
整
備

し
ま
し
た
。

問 
市
民
活
動
振
興
室
（
☎
８
２
５
・
２

１
２
０
）

手

　続

　き

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り 

ポ
イ
ン
ト
申
請
は
お
早
め
に

　
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人
が
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
に
は
、
９
月
30

日
（
土
）
ま
で
に
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
込
期
限
間

際
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
、
ポ
イ
ン
ト
申

請
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
新
規
取
得
で
も
ら
え
る
５
０
０
０
円
分

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
９
月
30
日

（
土
）
ま
で
に
２
万
円
の
チ
ャ
ー
ジ
又
は

買
い
物
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
込

期
限
が
異
な
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
２
４
・
９
１
８
８
）

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
） 

受
給
者
証
更
新
申
請

　
現
在
の
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
12

月
31
日
（
日
）
で
す
。
引
き
続
き
医
療
費

の
助
成
を
希
望
す
る
と
き
は
、
更
新
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

申 

問 

①
直
接
窓
口
…
12
月
28
日
（
木
）
②

郵
送
…
12
月
31
日
（
日
）
＝
消
印
有
効
＝
ま

で
に
保
健
予
防
課
（
〒
572
―
８
５
３
３
池
田

西
町
28
番
22
号
☎
８
１
２
・
２
３
６
１
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

時 

７
月
28
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
他 

業
務

用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い　

 

HP
５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車 

（
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
）
の 

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
交
付

　
道
路
交
通
法
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保

申 

い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

社
会
教
育
委
員
会
議

時 

７
月
19
日
（
水
）
午
後
２
時　
所 

市

役
所
議
会
棟
４
階
第
Ⅰ
・
Ⅱ
会
議
室

問 

社
会
教
育
課（
☎
８
１
３・０
０
７
６
）

北
河
内
４
市
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

組
合
議
会
臨
時
会

時 

７
月
21
日
（
金
）
午
後
２
時
（
受

付
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
）　
所 

北

河
内
４
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
３
階
研

修
室

※
①
日
時
な
ど
は
、
議
事
の
都
合
で
変

更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
②
駐
車
場
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問 

北
河
内
４
市
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
組
合

事
務
局
（
☎
８
２
３
・
２
０
３
８
）

市
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン 

運
営
委
員
会

時 

７
月
28
日
（
金
）
午
後
１
時
30
分　

所 

市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一
委
員
会
室　

HP
２
０
８
９
６

問 

青
少
年
課（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

時 

８
月
８
日
（
火
）
午
後
２
時　
所 

本
庁
議
会
棟
５
階
第
二
委
員
会
室　
定 

10
人　
HP
２
１
０
７
４

問 

こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
３
８
・

０
１
３
４
）

委員会など

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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安
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
７
月
１

日
（
土
）
か
ら
、
原
動
機
付
自
転
車
の
う

ち
、
特
定
の
要
件
に
該
当
す
る
車
両
が
、

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
電
動
キ
ッ

ク
ボ
ー
ド
な
ど
）
と
し
て
定
義
さ
れ
た
た

め
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
用
の
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
を
交
付
し
ま
す
。

￥ 

無
料　
HP
２
０
９
０
６

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当
（
☎

８
１
３
・
１
１
３
８
）

令
和
４
年
度 

消
費
生
活
相
談
の
概
要

　
令
和
４
年
度
の
相
談
件
数
は
２
２
４
１

件
で
、
３
年
度
か
ら
１
２
２
件
減
少
し
ま

し
た
（
下
の
表
の
と
お
り
）。

　
昨
年
度
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
の
影
響
で
、
在
宅
時
間
が
増
加
し

た
こ
と
も
あ
り
、
通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
関
連
し
た
ト
ラ
ブ
ル
が
目
立
ち

ま
し
た
。
特
に
化
粧
品
や
健
康
食
品
な
ど

の
定
期
購
入
に
関
す
る
相
談
が
、
幅
広
い

年
代
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
住
宅
の
屋
根
や
床
下
、
排
水
溝

な
ど
を
「
無
料
で
点
検
し
ま
す
」
な
ど
と

言
っ
て
突
然
家
に
来
訪
し
、
強
引
に
工
事

や
清
掃
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
さ
せ
ら
れ
る
点

検
商
法
に
つ
い
て
、
多
く
の
相
談
が
あ
り

ま
し
た
。

∧
ト
ラ
ブ
ル
事
例
①
∨

　
自
宅
を
訪
問
し
て
き
た
作
業
員
に
「
近

く
で
工
事
を
し
て
い
る
。
屋
根
を
無
料
で

点
検
す
る
」
と
言
わ
れ
た
。
点
検
し
て
も

ら
う
と
屋
根
瓦
が
割
れ
た
写
真
を
見
せ
ら

れ
、「
こ
の
ま
ま
で
は
大
変
な
こ
と
に
な

る
」
と
言
わ
れ
た
。
他
社
に
も
見
積
も
り

を
取
る
と
言
う
と「
今
な
ら
安
く
で
き
る
」

「
早
く
し
な
い
と
瓦
が
落
ち
る
」
と
急
か

さ
れ
、
１
８
０
万
円
の
屋
根
工
事
を
契
約

し
た
。

∧
ト
ラ
ブ
ル
事
例
②
∨

　
以
前
に
床
下
換
気
扇
取
り
付
け
工
事
を

行
っ
た
業
者
が
定
期
点
検
だ
と
家
を
訪
ね

て
き
た
。
業
者
名
に
覚
え
は
な
か
っ
た
が
、

無
料
だ
と
い
う
の
で
依
頼
し
た
。「
換
気
扇

が
古
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
床

下
に
湿
気
が
た
ま
り
、
家
の
土
台
が
腐
る

か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
換
気
扇
に
し
た

ほ
う
が
い
い
」
と
工
事
を
勧
め
ら
れ
、
２

５
０
万
円
の
工
事
を
契
約
し
て
し
ま
っ
た
。

∧
ア
ド
バ
イ
ス
∨

　
「
無
料
で
点
検
す
る
」
と
訪
問
し
、
言

葉
巧
み
に
不
安
を
あ
お
り
、
契
約
を
取
り

付
け
よ
う
と
す
る
業
者
が
い
ま
す
。
一
度

契
約
す
る
と
、
次
々
と
契
約
さ
せ
よ
う
と

し
て
く
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

で
契
約
せ
ず
、契
約
内
容
を
よ
く
確
認
し
、

必
要
の
な
い
契
約
は
き
っ
ぱ
り
断
り
、
少

し
で
も
怪
し
い
と
思
っ
た
ら
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２

８
・
０
３
９
７
）

募
集
情
報

市
立
エ
ス
ポ
ア
ー
ル
指
定
管
理
者
・ 

選
定
委
員
募
集

∧
①
指
定
管
理
者
∨

▽
募
集
要
項
配
布
期
間　
８
月
1
日
～
８

日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜

日
は
除
く
）

∧
②
指
定
管
理
者
選
定
委
員
∨

　
選
定
委
員
会
で
意
見
交
換
を
行
う
選
定

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

対 

市
内
在
住
の
20
歳
以
上
で
９
月
～
11

月
の
平
日
昼
間
の
会
議（
２
～
３
回
程
度
）

に
出
席
で
き
る
人　
定 

１
人
（
指
定
管

理
者
申
請
団
体
の
関
係
者
は
不
可
）、
申

し
込
み
が
多
い
と
き
は
審
査
し
、
後
日
結

果
を
連
絡
し
ま
す
）

▽
報
酬　
１
回
９
０
０
０
円
（
税
込
）

HP
１
４
５

申 

問 

所
定
の
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
①
９
月
４
日
～

13
日
②
７
月
18
日
～
25
日
の
い
ず
れ
も
午

前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
は
除

く
）
に
直
接
窓
口
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
社
会
教

育
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
６
、
ＦＡＸ
８
１

３
・
０
０
８
７
）

市
の
納
骨
堂
使
用
者
を
募
集

　
公
園
墓
地
内
（
池
の
瀬
町
）
に
あ
る
納
骨

堂
の
納
骨
壇
長
期
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

内 

下
の
表
の
と
お
り　
対 

令
和
４
年
８

月
１
日
以
前
に
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

載
さ
れ
継
続
し
て
居
住
（
市
に
住
民
票
が

あ
る
）
し
、
祭
祀
（
さ
い
し
）
を
主
宰
す

る
人　
HP
２
０
８
０
６

※
①
納
骨
壇
は
、
令
和
５
年
11
月
１
日

（
水
）
か
ら
使
用
可
②
使
用
料
・
管
理
料

は
一
括
納
付
③
申
し
込
み
が
多
い
と
き
は

抽
選
④
申
込
用
紙
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
部

市
民
生
活
担
当
、公
園
墓
地
管
理
事
務
所
、

各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー

ビ
ス
窓
口
で
８
月
１
日
（
火
）
か
ら
配
布

又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド申 

問 

所
定
の
申
請
書
と
住
民
票
（
本
籍
地

又
は
国
籍
が
記
載
さ
れ
た
８
月
１
日
以
後

の
交
付
日
の
も
の
）
を
郵
送
で
８
月
１
日

～
21
日
＝
消
印
有
効
＝
に
市
民
サ
ー
ビ
ス

部
市
民
生
活
担
当
（
〒
572
―
８
５
５
５
本

町
１
番
１
号
☎
８
２
５
・
２
２
０
４
）

つ
ど
い
の
広
場
運
営
団
体
募
集

　
子
ど
も
を
安
心
し
て
産
み
育
て
や
す
い

ま
ち
を
目
指
し
て
、
お
お
む
ね
３
歳
未
満

の
子
ど
も
と
保
護
者
を
対
象
に
実
施
し
て

い
る
つ
ど
い
の
広
場
の
運
営
団
体
を
募
集

し
ま
す
。

時 

10
月
１
日
（
日
）
か
ら
週
５
日
（
土

曜
日
又
は
日
曜
日
を
含
む
、
１
日
５
時
間

以
上
）　
所 

第
五
中
学
校
区
・
第
八
中
学

校
区
・
第
九
中
学
校
区
・
第
十
中
学
校
区
・

中
木
田
中
学
校
区　
対 

市
つ
ど
い
の
広

場
事
業
を
実
施
可
能
な
法
人　
他 

職
員

配
置
は
開
設
時
間
に
常
時
２
人
以
上

（
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
可
）　
HP
２
１
０
８
０

申 

問 

所
定
の
用
紙
を
７
月
31
日
（
月
）

＝
必
着
＝
ま
で
に
郵
送
で
子
育
て
支
援
課

（
〒
572
―
０
０
４
３
錦
町
８
番
13
号
☎
８

０
０
・
３
８
８
５
）

会
計
年
度
任
用
職
員
（
保
育
士
）

を
募
集

▽
時
給　
１
３
５
４
円

６
段
式

３
段
式

※ 使用料・管理料は一括納付です。

納骨壇の形態・期間・料金など
３段式納骨壇 ６段式納骨壇

募集数 ３区画 55 区画

使用形態

上から１段目・２段目の
１区画を使用、高さ55
㎝×幅35㎝×奥行き
41cm

上から１段目～４段目
の１区画を使用、高さ
26.5㎝×幅 35㎝×奥
行き 41cm

６寸の骨箱が
４個入ります

６寸の骨箱が
２個入ります

使用期間 25 年（更新可能）

参拝方法 納骨壇室に入室し、納骨壇の前で参拝でき
ます

使用料 40 万円 20 万円

管理料 20 万円 10 万円

合　計 60 万円 30 万円

相談件数

平成30年度 2,242

令和元年度 2,271

２年度 2,488

３年度 2,363

４年度 2,241

消費生活相談件数

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
な
ど
の

物
価
高
騰
の
負
担
感
が
大
き
い
住
民
税

非
課
税
世
帯
な
ど
へ
の
負
担
軽
減
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
支
給
し
ま
す
。

対 

①
基
準
日（
６
月
１
日
）に
お
い
て
世

帯
全
員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
の
世
帯
②
令
和
５
年
１

月
か
ら
９
月
に
家
計
が
急
変
し
、
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
相
当
に
急
変
し
た

と
見
な
さ
れ
る
世
帯（
家
計
急
変
世
帯
）

▽
給
付
額　
１
世
帯
当
た
り
３
万
円

HP
①
２
０
６
８
８
②
２
０
８
８
５

申 

①
６
月
20
日
（
火
）
か
ら
…
「
支
給

の
お
知
ら
せ
」
、
６
月
23
日
（
金
）
か

ら
…
「
確
認
書
（
申
請
書
）
」
を
順
次

発
送
し
て
い
ま
す
②
６
月
26
日
（
月
）

か
ら
市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
市
立
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
総
合
窓
口
、
各

シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
申
請

書
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
９

月
30
日
（
土
）
＝
消
印
有
効
＝
∧
窓
口

は
９
月
29
日
（
金
）
∨
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い　
所 

（
仮
称
）
駅
前
庁
舎

５
階
∧
（
旧
）
大
阪
電
気
通
信
大
学
駅

前
キ
ャ
ン
パ
ス
（
〒
572
―
０
８
３
７
早

子
町
12
番
16
号
）
∨

※
詳
し
く
は
「
重
点
支
援
給
付
金
担

当
」
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
支

給
対
象
で
あ
る
か
の
確
認
な
ど
、
個
人

情
報
に
つ
い
て
の
質
問
に
は
答
え
ま
せ

ん
。
本
庁
舎
や
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

問 

重
点
支
援
給
付
金
担
当
（
☎
８
１

２
・
７
８
４
８
）

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
加
え
て

市
独
自
の
家
計
急
変
世
帯
の
給
付
金

　
広
報
ね
や
が
わ
６
月
号
15
ペ
ー
ジ

「
令
和
４
年
度
財
政
状
況
の
お
知
ら

せ
」
に
掲
載
し
て
い
る
表
２
の
数
値

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は

土
地
の
数
値
が
１
，４
０
１
，６
３
５

㎡
で
す
。

　
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問 

財
政
課
（
☎
８
２
５・２
０
４
１
）

お
わ
び
と
訂
正

広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。広告掲載の問い合わせ先は、31ページを見てください。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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広報ねやがわ
令和５年７月号

広報ねやがわ
令和５年７月号

イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則７月３日（月）から受け付けます。時日時 所場所 内内容 対対象 定定員 ￥費用 他その他 HP市ホームページのページID（詳細を掲載しています）  申申込/申請 問問い合わせ先 記号の見方

▽
手
当　
６
月
・
12
月
、
各
０
・
５
か
月
分

※
在
職
期
間
に
応
じ
て
支
給
、基
準
日（
６

月
・
12
月
）
に
在
職
し
、
週
29
時
間
以
上

の
勤
務
で
６
か
月
以
上
が
条
件
で
す

時 
月
～
土
曜
日
の
午
前
８
時
45
分
～
午

後
５
時
（
週
37
時
間
30
分
）　
他 

登
録
後

に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決
定

申 

履
歴
書
・
本
人
確
認
書
類
の
写
し
を

直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―

８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

問 

保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

会
計
年
度
任
用
職
員
（
留
守
家
庭

児
童
会
の
指
導
員
）
を
募
集

▽
時
給　
資
格
あ
り
（
保
育
士
・
教
員
免

許
な
ど
）
…
１
２
４
６
円
、
資
格
な
し
…

１
１
５
７
円

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時
30
分
～
６

時
30
分（
長
期
休
業
な
ど
変
則
勤
務
あ
り
）　

所 

市
立
24
小
学
校　
内 

留
守
家
庭
児
童

会
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
活
習
慣
の
指
導　

他 

面
接
後
に
採
用
者
を
決
定
し
ま
す　

HP
５
４
０
１

申 

問 

直
接
、
青
少
年
課
（
☎
８
１
３
・

０
０
７
５
）

民
間
貸
農
園
の
利
用
者
を 

募
集

　
農
地
の
保
全
・
シ
ル
バ
ー
世
代
の
健
康

増
進
や
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進
を
目
的

に
新
規
貸
農
園
の
整
備
を
補
助
し
て
い
ま

す
。

　
本
制
度
を
活
用
し
た
民
間
の
貸
農
園

が
開
設
さ
れ
る
た
め
、
利
用
者
を
募
集
し

ま
す
。

▽
農
園
名　
宇
谷
農
園
（
市
立
宇
谷
小
学

校
北
側
付
近
）

▽
募
集
区
画
数　
11
区
画
（
１
世
帯
１
区

画
、
申
し
込
み
が
多
い
と
き
は
抽
選
）

▽
利
用
開
始
日・期
間　
９
月
１
日
（
金
）

か
ら
最
長
５
年

▽
利
用
料　
１
区
画
（
約
19
㎡
）
年
１
万

５
０
０
０
円

対 

市
内
在
住
で
65
歳
以
上
の
人　
HP
２

０
０
５
８

※
７
月
25
日
（
火
）
午
後
１
時
か
ら
市
役

所
本
館
２
階
特
別
会
議
室
１
で
公
開
抽
選

を
行
い
ま
す
（
結
果
は
返
信
用
は
が
き
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

申 

問 

往
復
は
が
き
（
申
し
込
み
は
１
世

帯
１
枚
）
に
農
園
名
（
宇
谷
農
園
）、
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
（
返

信
用
は
が
き
に
も
住
所
、
氏
名
）
を
書
い

て
、
７
月
21
日
（
金
）
＝
必
着
＝
ま
で
に

産
業
振
興
室
（
〒
572
―
０
８
３
２
本
町
15

番
１
号
☎
８
２
５
・
２
６
７
３
）

保
育
士
バ
ン
ク
登
録
者 

募
集

　
保
育
士
バ
ン
ク
は
、
市
内
で
働
き
た
い

人
と
保
育
士
を
必
要
と
し
て
い
る
市
内
の

保
育
所
と
の
橋
渡
し
を
し
て
い
ま
す
。

　
研
修（
日
時
な
ど
は
下
の
表
の
と
お
り
）

を
受
け
た
人
を
保
育
士
バ
ン
ク
に
登
録
し

ま
す
。

対 

し
ば
ら
く
保
育
の
仕
事
か
ら
離
れ
て

い
る
保
育
士
資
格
を
持
ち
、
市
内
の
保
育

所
で
保
育
士
で
就
労
を
希
望
す
る
人

申 

問 

電
話
又
は
メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）で
保
育
課（
☎

８
１
２
・
２
５
５
２
）
又
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
枚
方
（
☎
８
４
１
・
３
３
６
３
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

資
源
集
団
回
収
活
動 

報
奨
金
の
交
付
申
請

　
市
に
登
録
し
て
い
る
資
源
集
団
回
収
活

動
団
体
の
代
表
者
に
令
和
５
年
１
月
～
６

月
活
動
分
の
交
付
申
請
書
を
６
月
下
旬
に

発
送
し
ま
し
た
の
で
交
付
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　
古
紙
や
ア
ル
ミ
缶
な
ど
の
回
収
量
に
応

じ
て
、
府
内
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
奨
励
金
１

㎏
当
た
り
６
円
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
新

た
に
活
動
を
始
め
る
団
体
の
登
録
申
請
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

HP
８
３
８
５

申 

問 

７
月
31
日
（
月
）
午
後
５
時
＝
必

着
＝
ま
で
に
直
接
窓
口
又
は
郵
送
（
受
理

の
確
認
が
で
き
る
簡
易
書
留
な
ど
）
又
は

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
で
環
境
総
務
課
（
〒

572
―
０
８
５
５
寝
屋
南
一
丁
目
２
番
１
号

☎
８
２
４
・
０
９
１
１
）

土
・
日
曜
日
、
祝
日
な
ど
の 

持
ち
込
み
ご
み
受
け
入
れ
日
の 

お
知
ら
せ

時 

７
月
８
日
（
土
）・
17
日
（
祝
）・
23

日
（
日
）・８
月
11
日
（
祝
）・12
日
（
土
）・

27
日（
日
）・９
月
９
日（
土
）・18
日（
祝
）・

24
日
（
日
）、
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午

後
４
時　
HP
２
５
７
６

問 

環
境
事
業
課
（
☎
８
２
１・４
０
３
９
）

親
子
ご
み
教
室 

　
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
減
量
の
大
切
さ

や
分
別
方
法
、
施
設
で
の
ご
み
処
理
な
ど

に
つ
い
て
、
親
子
で
体
感
・
体
験
し
な
が

ら
学
び
ま
す
。

時 

８
月
５
日
（
土
）
午
前
10
時　
所 

市

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー　
内 

ご
み
や
リ
サ

イ
ク
ル
の
学
習
、
施
設
見
学
、
リ
ユ
ー
ス

工
作
の
体
験
な
ど
（
計
２
時
間
程
度
）　

対 

市
内
在
住
の
中
学
生
ま
で
を
含
む
２

人
以
上
の
家
族
な
ど　
定 

５
組
程
度　

HP
６
７
７
５

※
①
自
転
車
・
バ
イ
ク
・
車
で
の
来
場
可

②
市
役
所
か
ら
送
迎
が
あ
り
ま
す
（
事
前

※秘密は守ります。困ったときは相談を（無料）　～７・８・９月～
相談名 内容など 日時（祝日・年末年始を除く） 申込方法 申込・問い合わせ先

法律相談

同
一
案
件
の
相
談
は
原
則
１
回
限
り
で
す

相続、借地、借家、不動産、
離婚などの法的問題の相談
定員…７人
相談時間…30 分程度
相談員…弁護士

月～金曜日…午後１時～４時30分、第
４土曜日…午前８時30分～正午（７月
22日・８月26日）

電話又はLINEで予約（申
込順）

【受付開始日】
相談日の1週間前の同じ曜
日の午前9時から（申込順）
※ 受付開始日が祝日、振替

休日のときはその翌日か
ら受け付けます。

【申込方法】
＜電話＞
土・日曜日、祝日、振替休日
は申し込みができません。

＜LINE＞
土・日曜日、祝日、振替休日も
申し込みができます。

市民サービス部広聴担当
☎ 824・1155

登記相談
登記手続きなどの相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…司法書士

第２木曜日
午後1時～4時

（７月13日・８月10日・９月14日）

国税相談

所得税、相続税、贈与税など
の相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…税理士

第３木曜日
午後１時～４時

（７月20日・８月17日・９月21日）

不 動 産 ･
建築相談

不動産の売買、家屋の新築・
増築の手続きなどの相談
定員…４人
相談時間…30 分程度
相談員…宅地建物取引士、建
築士

第２金曜日
午後２時～４時

（７月14日・９月８日）

相 続 ･ 遺
言 書 等
作成相談

遺産分割協議書、遺言書、離
婚協議書などの作成相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…行政書士

第３金曜日
午後１時～４時

（７月21日・８月18日・９月15日）

行 政 相 談
国の行政機関などへの相談や要
望
相談員…行政相談委員

第１・３火曜日午前 10 時～正午
※ 相談の予約は、月～金曜日に随

時受け付けます。 直接窓口又は電話で相談
市 政 相 談 市役所への相談や要望

相談員…市職員
月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分

消費生活相談

商品やサービスに不満や疑問を
感じたり、訪問販売などで契約
上のトラブルに巻き込まれたり
したときや多重債務に関わる相
談
相談員…消費生活相談員

月～土曜日
午前９時～午後４時

申込不要
（直接窓口又は電話で相談）

消費生活センター
（桜木町５番 30 号）
☎ 828・0397

人 権 相 談

人権に関わる相談　定員…３
人　相談員…人権擁護委員

毎週水曜日　午前９時 30 分・10 時
20 分・11 時 10 分 直接窓口又は電話で予約

人権・男女共同参画課
☎ 825・2168

人権に関わる相談
月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分
※電話での相談もできます

当日直接

女性の弁護士
による
法律相談

女性弁護士による離婚、ＤＶ、
相続などの法的相談
定員…４人

第３火曜日（祝日も実施）
午後１時 30 分～４時 30 分

（７月 18 日・８月 15 日・９月 19 日）
前日の午前 10 時から電話
で予約（申込順）

ふらっと ねやがわ（産業振興
センター５階）☎ 800・5789女性の

相談員による
心の悩み相談
（カウンセリ
ング）

カウンセラーが助言・アドバ
イスするのではなく、悩みを
本人が話すことで心の整理を
つけ、一緒に問題解決を図り
ます（女性の相談員がサポー
トします）

面
接

毎週月曜日午前９時30分～午後０
時40分・毎週水曜日午後１時30
分～４時40分・第３木曜日午後１時
30分～４時40分
※ 祝日も相談できます。

電話で予約

電
話

毎週金曜日午後１時～５時（受
付は午後４時 30 分まで）
※ 祝日も相談できます。

申込不要（受付時間内に
電話）

ふらっと ねやがわ（産業振
興センター５階）☎ 800・
5584

男性の相談員
による心の悩
み相談（カウ
ンセリング）

男性相談員による男性の自立・
生き方・人間関係などの相談

第２水曜日午後７時～９時（７月12
日・８月９日・９月13日、受付は午後
８時30分まで）

子どもに
関する相談

18 歳未満の子どもの問題につ
いての相談（育児・発達・性格・
学校生活など）

月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分
※ 電話での相談もでき ます。

電話で予約
こどもを守る課こども相談
担 当 （ 市 立 保 健 福 祉 セ ン
ター４階）
☎ 838・0181

養育費・面会
交流などの
相談

養育費、面会交流の取り決め、
手続きの相談
相談員…弁護士

第１・３水曜日午前 10 時・10 時 50
分（７月５日・19日・８月２日・16日・
９月６日・20日）

相談日の２週間前の同じ
曜日の午前９時から電話
で予約（申込順）

こどもを守る課
（市立保健福祉センター２階）
☎ 812・2210

教育相談
幼児・児童・生徒の教育につ
いての相談（不登校・学習・
性格・友人関係など）

月～金曜日午前９時～午後５時
※ 電話・オンラインでの相談もで

き ます。
電話で予約

総合教育研修センター
（明徳一丁目１番１号）
☎ 822・7830

就労相談 就職困難者を対象に就労に関
する個別相談

毎週火・金曜日
午前10時～午後５時

産業振興センター
☎ 828・0751
※ 相談場所は地域就労支援セ

ンター（ねやがわシティ・ス
テーション内）

LINEの友だち登録
はコチラから

保育士バンク研修一覧
日　時 場　所 内　容

７月25日（火）
午後２時～４時

ハローワーク
枚方セミナールーム

 保育士就職・復職セミナー第１部「保育士
の仕事と魅力」（保育課）、第2部「保育士
の就職活動のポイント」（ハローワーク）

８月３日（木）
午前10時～11時30分 市立保健福祉セン

ター4階セミナー室
こどもの育ちと保育①

８月８日（火）
午前10時～正午  こどもの育ちと保育②

８月16日（水）
午前10時～11時30分

市立コスモス保育所  市立コスモス保育所見学
市立保健福祉セン
ター5階会議室１・２ 救急救命講習（AEDの使い方など）

８月～随時 市立保育所 保育実習

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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申
し
込
み
が
必
要
）
③
申
込
者
に
詳
し
い

案
内
を
送
付
し
ま
す
。

申 

問 

申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
で
７
月
18
日
（
火
）

ま
で
に
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９

１
１
、
ＦＡＸ
８
２
１
・
３
３
４
９
）

カ
ラ
オ
ケ
騒
音
や
資
源
持
ち
去
り

行
為
に
対
す
る
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル

の
実
施

　
深
夜
の
カ
ラ
オ
ケ
騒
音
や
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
の
資
源
物
持
ち
去
り
行
為
、

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
な
ど
、
生
活
環
境
の

悪
化
に
つ
な
が
る
問
題
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
深
夜
か
ら
早
朝
に
か
け
て
パ

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
監
視
を
強
化
し
て
、

発
生
防
止
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
府
の
条
例
に
よ
り
、
飲
食
店
な
ど
で
は

午
後
11
時
～
午
前
６
時
に
カ
ラ
オ
ケ
な
ど

音
響
機
器
の
使
用
が
原
則
禁
止
・
制
限
さ

れ
て
い
ま
す
（
制
限
内
容
は
、
時
間
帯
や

地
域
に
よ
っ
て
音
の
大
き
さ
な
ど
が
変
わ

り
ま
す
）。

※
府
の
条
例
に
違
反
し
た
と
き
は
３
か
月

以
下
の
懲
役
又
は
20
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問 

環
境
保
全
課
（
☎
８
２
４・１
０
２
１
）

地
域
の
共
同
植
樹
用
の 

樹
木
を
無
料
配
布

対 

地
域
の
皆
さ
ん
が
共
同
で
植
樹
す
る
、

①
住
宅
地
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
接
道
部
②
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
③
学
校・幼
稚
園・

公
園
な
ど

▽
樹
種　
キ
ン
モ
ク
セ
イ
・
サ
ザ
ン
カ
・

レ
ッ
ド
ロ
ビ
ン
・
ヤ
マ
モ
モ
・
イ
ロ
ハ
モ

ミ
ジ
・
コ
ブ
シ
・
サ
ル
ス
ベ
リ
・
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
・
ハ
ク
モ
ク
レ
ン
・
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
・

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど

※
植
栽
や
植
栽
後
の
維
持
管
理
は
、
申
込

者
な
ど
が
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
個
人
の
敷

地
な
ど
は
対
象
外
で
す
。
場
所
に
よ
っ
て

は
配
布
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

HP
１
６
１
０
４

申 

問 

７
月
31
日
（
月
）
ま
で
の
午
前
９

時
～
午
後
５
時
30
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）に
直
接
、公
園
み
ど
り
課（
☎

８
２
５
・
２
２
９
３
）

相

　
　談

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
無
料
の
就
労
相
談

を
行
い
ま
す
。

時 

７
月
14
日
・
28
日
、
い
ず
れ
も
金
曜

日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１
人
40

分
程
度
）　
所 

リ
ラ
ッ
ト
（
市
立
子
育
て

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
２　
定 

各
４
人　
他 
予
約
が
必

要
、
完
全
個
室
、
子
ど
も
連
れ
可　

HP

４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式

ア
プ
リ
「
予
約
・
申
請
な
ど
」
又
は
電
話

で
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
７
５
１
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

７
月
18
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

申 

問 

７
月
14
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

７
月
25
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
・
ト
ラ

ブ
ル　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　

他 

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

７
月
18
日
（
火
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

産
業
・
事
業
者

「
先
端
設
備
等
導
入
促
進
基
本
計
画
」

の
策
定

▽
期
間　
６
月
20
日
～
令
和
７
年
３
月
31

日内 

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
さ

れ
た
中
小
企
業
者
が
、
設
備
投
資
を
と
お

し
て
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に

策
定
す
る
も
の
で
す
。

　
市
が
策
定
し
た
「
先
端
設
備
等
導
入
促

進
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
市
内
中
小
企

業
者
が
計
画
を
策
定
し
、
市
の
認
定
を
受

け
た
場
合
は
、
税
制
支
援
（
固
定
資
産
税

の
軽
減
措
置
）
な
ど
の
支
援
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
に
国
の
同
意
を
経
て
、
基

本
計
画
（
計
画
期
間
５
年
間
）
を
策
定
し

ま
し
た
が
、
期
間
の
満
了
を
迎
え
た
こ
と

か
ら
、
新
た
に
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。

HP
４
６
１
５

申 

問 

直
接
、
又
は
郵
送
で
市
立
産
業
振

興
セ
ン
タ
ー
（
〒
572
―
０
０
４
２
東
大
利

町
２
番
14
号
☎
８
２
８
・
０
７
５
１
）

安
全
・
安
心

ア
ラ
イ
グ
マ
に
注
意

　
近
年
、
市
内
で
の
ア
ラ
イ
グ
マ
の
目
撃

が
増
え
て
い
ま
す
。
攻
撃
性
が
あ
り
、
け

が
や
感
染
症
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
見
か

け
た
と
き
は
、
食
べ
物
を
与
え
た
り
近
づ

い
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
捕
獲
器
を

貸
し
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

７
月
20
日
～
８
月
31
日 

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
等
対
策
月
間

　
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
、
体
長
約
１
㎝
で

全
体
が
黒
色
、
背
に
赤
い
帯
状
の
模
様
が

あ
り
ま
す
。
強
い
毒
を
持
ち
、
触
れ
る
と

か
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
駆
除
す
る
と
き
は
、
必
ず
厚
手
の
手
袋

を
着
用
し
、
肌
が
出
な
い
服
装
で
家
庭
用

殺
虫
剤（
ゴ
キ
ブ
リ
用
ピ
レ
ス
ロ
イ
ド
系
）

を
吹
き
付
け
、
巣
の
近
く
に
卵
の
う
（
乳

白
色
で
直
径
約
１
㎝
の
球
体
）
を
見
つ
け

た
と
き
は
、
焼
却
す
る
か
踏
み
つ
ぶ
し
ま

し
ょ
う
（
殺
虫
剤
は
卵
の
う
に
効
果
が
あ

り
ま
せ
ん
）。

　
か
ま
れ
た
と
き
は
、
患
部
を
流
水
で
洗

い
、
速
や
か
に
駆
除
し
た
ク
モ
を
持
っ
て

医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

▶
卵
の
う

◀セアカゴケグモ

マ
ダ
ニ
・
蚊
媒
介
感
染
症
に
注
意

　
蚊
や
マ
ダ
ニ
な
ど
は
、
春
か
ら
初
夏
、

秋
に
か
け
て
活
発
に
活
動
し
ま
す
。
病
原

体
を
保
有
し
て
い
る
ダ
ニ
や
蚊
に
か
ま
れ

た
り
刺
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
病
気
を
発

症
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
野
外
活
動
な

ど
で
山
林
や
草
地
な
ど
に
立
ち
入
る
と
き

は
、
肌
が
露
出
し
な
い
よ
う
長
袖
・
長
ズ

ボ
ン
を
着
用
し
、
虫
よ
け
剤
を
使
用
し
ま

し
ょ
う
。

問 

保
健
予
防
課
（
☎
８
２
９・７
７
７
３
）

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
７
月
は
熱
中
症
予
防
強
化
月
間
∨

　
熱
中
症
は
、
高
温
・
多
湿
の
環
境
で
、
体

の
水
分
と
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
体
温

調
整
が
う
ま
く
働
か
な
く
な
り
発
症
し
ま
す
。

〇
熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

　
熱
中
症
は
予
防
で
き
る
病
気
で
す
。
一

人
一
人
が
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
自
分
の

体
調
変
化
に
気
を
付
け
、
周
囲
の
人
に
も

気
を
配
り
、予
防
を
呼
び
か
け
ま
し
ょ
う
。

①
高
齢
者
は
、
暑
さ
で
徐
々
に
体
力
が
低

下
し
、
室
内
で
も
熱
中
症
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
節
電
中
で
も
適
切
に
エ
ア
コ

ン
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

②
水
分
・
塩
分
は
こ
ま
め
に
補
給
。

※
ア
ル
コ
ー
ル
は
体
内
の
水
分
を
出
し
て

し
ま
う
の
で
補
給
に
な
り
ま
せ
ん
。

③
熱
中
症
は
、
め
ま
い
・
頭
痛
・
吐
き
気
・

倦
怠
感
な
ど
の
症
状
か
ら
、
ひ
ど
い
と
き

に
は
意
識
を
失
い
、
命
が
危
険
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。「
お
か
し
い
」
と
思
っ

た
ら
涼
し
い
と
こ
ろ
に
避
難
し
、
医
療
機

関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
８
）

∧
花
火
の
事
故
防
止
∨

　
花
火
は
「
火
薬
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。

誤
っ
た
使
い
方
を
す
る
と
、
け
が
や
や
け

ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。
使
用
上
の
注
意
な

ど
を
よ
く
読
み
ま
し
ょ
う
。

　
例
年
、
花
火
の
事
故
が
多
数
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
小
さ
い
子
ど
も
は
保
護
者
と

一
緒
に
遊
ぶ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問 

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
予
防
部
保
安

対
策
課
☎
８
５
２
・
９
９
１
０
）

∧
普
通
救
命
講
習
会
∨

時 

７
月
22
日
（
土
）
午
後
１
時
～
４
時　

所 

枚
方
消
防
署　
内
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

自宅の地震対策していますか

補助制度 補助額 条件の一部

耐震診断 上限４万５,000円 昭和 56 年（一戸建ては平成 12 年）５月
31日以前建築の木造住宅

耐震設計 上限10万円 昭和 56年５月31日以前建築の２階建て以
下の木造住宅
前年度の合計所得金額が699万円以下耐震改修 上限90万円

耐震不足
住宅除却 上限50万円 昭和 56年５月31日以前建築の３階建て以

下の木造住宅

ブロック塀
などの撤去

＜通学路など＞
上限 40万円

通学路などに面するブロック塀などで、建築
基準法への適合や安全性に課題があり、地
表からの高さが 60cmを超えているもの

※�上の表は補助制度の一部です。いずれの補助も着手前に申請が必要です。ほかにも条件
がありますので詳しくは問い合わせてください。

日時７月25日（火）・26日（水）
午前10時～正午・午後１時～４時
（相談時間は１組30分程度）

場所 産業振興センター３階第１セミナー室

　平成30年の大阪府北部を震源とする地震により、大きな被害が発生しました。地震の発生を食い止めることはできませ
んが、地震の被害を最小限に抑えることはできます。日頃から地震に備えましょう。

電話・メール・電子申請システムで住宅政策課（☎825・2266）申込・問

内容 ①住宅の耐震（診断・改修・耐震不足除却）②ブロック塀などの撤去③密集住宅地区内の老朽建築物などの除却・建て替
えなど
※車での来場は控えてください。

　
地
震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、
耐
震

改
修
の
補
助
や
耐
震
不
足
の
木
造
住
宅

の
除
却
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
費

用
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
（
左
の
表

の
と
お
り
）。
補
助
制
度
を
活
用
し
、
い

つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
地
震
に
備
え

ま
し
ょ
う
。

活
用
し
て
く
だ
さ
い

耐
震
補
助
制
度

住宅の耐震相談会

HP 8136

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心
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令和５年７月号

広報ねやがわ
令和５年７月号
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令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
の
決
定
通
知
書
及
び
納
入
通
知
書
を

７
月
中
旬
頃
ま
で
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
入
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

HP 

３
９
８
４

∧
被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す
∨

　
新
し
い
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
＝
写
真
＝
を
７
月
下
旬
ま
で
に
送
付

し
ま
す
。
届
い
た
と
き
か
ら
令
和
６
年
７

月
31
日
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

HP 

３
５
９
２

後期高齢者医療被保険者証

∧
自
己
負
担
割
合
の
判
定
∨

　
一
般
の
人
は
１
割
、
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
人
は
２
割
、
現
役
並
み
所
得
者
は

３
割
で
す
。

HP 

３
５
９
２

∧
減
額
認
定
証
・
限
度
額
適
用
認
定
証
の

申
請
∨

　
減
額
認
定
証
（
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
）
は
、
医
療
機
関
で
の

自
己
負
担
割
合
が
１
割
負
担
で
あ
り
、
世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人
が
同
一
医

療
機
関
に
通
院
・
入
院
し
た
と
き
に
窓
口

で
提
示
す
る
と
、
医
療
費
や
食
事
代
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
す
。
限
度
額
適

用
認
定
証
は
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担

割
合
が
３
割
負
担
の
人
が
同
一
医
療
機
関

に
通
院
・
入
院
し
た
と
き
に
窓
口
で
提
示

す
る
と
、
医
療
費
の
み
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　
交
付
を
希
望
す
る
人
は
市
民
サ
ー
ビ
ス

部
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

HP 

４
６
５
３

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
後
期
高
齢
者
医
療

担
当
（
☎
８
１
３
・
１
１
９
０
）

介
護
保
険
料
は
便
利
な 

口
座
振
替
を

　
口
座
振
替
に
す
れ
ば
、
保
険
料
は
金
融

機
関
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
ま

す
。一
度
手
続
き
す
れ
ば
、年
度
が
変
わ
っ

て
も
自
動
的
に
口
座
振
替
で
の
納
付
が
継

続
さ
れ
ま
す
。

申 

次
の
と
お
り

〇
ペ
イ
ジ
ー
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30

分
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に

設
置
し
て
い
る
端
末
で
手
続
き
が
で
き
ま

す
。
指
定
口
座
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、

カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
、
口
座
振
替
依
頼

書
、
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
（
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
金
融
機
関

が
あ
り
ま
す
）。

〇
指
定
金
融
機
関
…
各
金
融
機
関
の
窓
口

に
預
貯
金
通
帳
・
通
帳
届
け
出
印
・
口
座

振
替
依
頼
書
を
持
っ
て
、
申
し
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
①
口
座
振
替
開
始
月
に
つ
い
て
は
通
知

し
ま
す
。
振
替
開
始
ま
で
１
か
月
～
２
か

月
か
か
る
見
込
み
で
す
②
振
替
日
は
、
毎

月
末
日
（
金
融
機
関
が
休
日
の
と
き
は
翌

営
業
日
）
で
す
③
現
在
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
の
人
（
特
別
徴
収
）
は
、
本
人
の
都

合
で
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い
に
変
更
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
更
新

　
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
交
付
し

て
い
る
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
更
新

し
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
（
藤
色
）。

有
効
期
限
は
令
和
５
年
８
月
１
日
～
６
年

７
月
31
日
で
す
。

問 

高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

年
金
制
度

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
の
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
本
人
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
基
準
額

以
下
で
あ
れ
ば
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
月
か
ら
２

年
１
か
月
遡
っ
て
免
除
申
請
が
で
き
ま

す
）。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　
①
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
又
は
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
②
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
の
写
し
又
は
雇
用
保
険

被
保
険
者
受
給
資
格
者
証
の
写
し
（
失
業

し
た
人
）

※
申
請
方
法
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

法
や
心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
知
識
と
技
術
を

習
得　
対 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・

在
職
・
在
学
の
人　
定
20
人
（
申
込
順
）　

￥ 
無
料

申 
問
７
月
11
日
～
14
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
に
電
話
で
枚
方
消
防
署
警
備
課

（
☎
８
５
２
・
９
９
３
３
）

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

∧
消
防
吏
員
採
用
∨

▽
受
験
資
格　
高
校
卒
業
程
度

※
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

対 

平
成
14
年
４
月
２
日
～
18
年
４
月
１

日
に
生
ま
れ
た
人　
定 

７
人
程
度

▽
第
１
次
試
験　
９
月
17
日
（
日
）
午
前

９
時
30
分

▽
採
用
予
定
日　
令
和
６
年
４
月
１
日
・

10
月
１
日

申 

問 「
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
」
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
直
接
又
は
郵
送
で
８
月
１
日
～

25
日
＝
消
印
有
効
＝
に
枚
方
寝
屋
川
消
防

組
合
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
（
〒
573
―
１

１
９
１
枚
方
市
新
町
一
丁
目
７
番
11
号
☎

８
５
２
・
９
９
２
２
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

防

　
　犯

７
月
21
日
～
８
月
21
日
は 

夏
の
地
域
安
全
運
動
期
間

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
防
犯
協
会
な
ど
が

一つ
に
な
っ
て
、
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心

な
、
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実
現

す
る
た
め
に
夜
間
一
斉
街
頭
防
犯
活
動
な
ど

を
実
施
し
、
防
犯
へ
の
啓
発
を
図
り
ま
す
。

問 

寝
屋
川
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
８

２
３
・
１
２
３
４
）
又
は
市
監
察
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
４
６
）

夜
間
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

　
子
ど
も
を
は
じ
め
と
し
た
市
民
を
犯
罪

か
ら
守
る
た
め
、
地
域
で
の
夜
間
一
斉
街
頭

防
犯
活
動
と
併
せ
て
、
犯
罪
が
発
生
し
や

す
い
時
間
帯
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。

時 

７
月
21
日
～
８
月
31
日
の
午
後
８
時

～
午
前
１
時　
内 

青
色
回
転
灯
を
装
着

し
た
車
両
２
台
で
巡
回

問 
監
察
課
（
☎
８
１
２
・
２
２
４
６
）夜間防犯パトロール

交
通
安
全

７
月
１
日
～
31
日 

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
の
過
労
運
転
や
開
放

感
か
ら
起
こ
る
無
謀
運
転
な
ど
に
よ
る
交

通
事
故
の
発
生
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
か

ら
、
７
月
31
日
（
月
）
ま
で
を
夏
の
交
通

事
故
防
止
運
動
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
一
人
一
人
が
交
通
ル
ー
ル
を
守

り
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
に
努
め
、
い
つ

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
交
通
事
故
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

問 

交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）

税
・
保
険
・

年
金

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
の 

限
度
額
適
用
認
定
証
の
事
前
申
請

　
限
度
額
適
用
認
定
証
（
同
一
月
・
同
一

医
療
機
関
で
の
窓
口
の
支
払
い
を
自
己
負

担
額
限
度
額
ま
で
に
抑
え
る
証
明
書
）
の

事
前
申
請
が
で
き
ま
す
の
で
、
必
要
な
人

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
認
定
証
の
有
効
期
間　
令
和
５
年
８
月

１
日
～
６
年
７
月
31
日

申 

７
月
13
日
（
木
）
か
ら
本
人
確
認
書

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許

証
な
ど
）
を
持
っ
て
直
接
窓
口
で
申
請
、

又
は
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
申
請

書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）・世
帯
主
の
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ
ー

を
同
封
し
、
郵
送
で
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国

民
健
康
保
険
担
当
（
〒
572
―
８
５
５
５
本

町
１
番
１
号
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証

を
ひ
も
づ
け
す
る
と
、
認
定
証
が
な
く
て

も
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
医
療
費
の
限

度
額
を
超
え
る
支
払
い
や
認
定
証
の
交
付

申
請
な
ど
が
不
要
で
す
（
医
療
機
関
な
ど

に
よ
っ
て
利
用
可
能
開
始
時
期
が
異
な
り

ま
す
）。

問 

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認
定

証
に
つ
い
て
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健

康
保
険
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の

紐
づ
け
に
つ
い
て
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸

籍
・
住
基
担
当
（
☎
８
２
４
・
９
１
８
８
）

高
齢
受
給
者
証
を
更
新

　
70
歳
以
上
の
皆
さ
ん
に
交
付
し
て
い
る

高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
、
７
月
下
旬
に

発
送
し
ま
す
（
黄
色
）。
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
間
は
令
和
５
年
８
月
１
日
～
６

年
７
月
31
日
で
す
。

　
８
月
１
日
（
火
）
以
降
に
75
歳
に
な
る

人
は
、
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
が
有

効
期
限
で
す
。

　
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
の
負
担
割
合

は
、令
和
４
年
中
の
所
得
で
判
定
し
ま
す
。

∧
届
け
出
は
速
や
か
に
∨

　
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
・
脱
退
な
ど

は
、必
ず
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
医
療
費
が
全
額

自
己
負
担
に
な
り
、
保
険
料
を
遡
っ
て
納

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
最
長
２
年
間
）。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

∧
保
険
料
の
納
入
∨

★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）
…………………………………………………第２期分
★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第２期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第１期分

★保育所保育料（保育課）………………７月分
★介護保険料（高齢介護室）……………第２期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）………７月分

納期限のお知らせ ～７月31日（月）までに納めましょう～

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関、収納代理金融機
関、各担当窓口やシティ・ステーションで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。詳し
くは、各課へ問い合わせてください。

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心

市
か
ら
の
お
知
ら
せ


